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重要事項説明書 

１．当事業所の法人概要について 

法人格・名称 株式会社 REHA・LIBERO 

所 在 地 兵庫県神戸市西区前開南町２丁目１３－１４ 

連 絡 先 

TEL：０７８－９４５－６５００ 

FAX：０７８－９４５－６５０１ 

URL：https://www.reha₋reha.jp 

代 表 者 代表取締役  大浦 由紀 

設 立 日 平成２０年１０月１日 

事 業 内 容 
老人福祉・介護事業、通所介護業、児童福祉事業、障がい者福祉事業、卸売

業 

 

事 業 所 名 ユニバーサル訪問看護ステーション リハ・リハ 

所在地 神戸市垂水区名谷町横尾１８２５－１ 

出張所１ ユニバーサル訪問看護ステーション リハ・リハ 板宿出張所 

所在地 神戸市須磨区飛松町２丁目５－１７ 

事業所番号 ２８６０８９０４４７ 

事 業 開 始 時 期 令和４年４月１日 

管 理 者 氏 名 玉田 佳美 

連 絡 先 

TEL ０７８－７４２－８２４５ 

FAX ０７８－７４２－８２４６（２４時間対応可） 

常時２４時間、利用者その家族からの電話等による連絡体制を整備す

る。 

営 業 日 時 月～金曜日（祝日は営業する。但し１２月３０日～１月３日を除く） 

営業時間 ８：３０～１７：３０ 

通常サービス実施

地域 
神戸市垂水区・須磨区・長田区 

 

２． 事業の実施目的・運営方針 

事業の実施目的 

適切な運営を行うに必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、家庭

において継続して療養を受ける状態にあり、かかりつけの医師が訪問看

護及び介護予防訪問看護（以下、「訪問看護」という。）のの必要性を認

めた者に対し、適正な訪問看護を提供することを目的とする。 

運営方針 

かかりつけの医師の指示に基づいて、利用者の心身の特性を踏まえ、全

体的な日常生活動作の維持・回復を図るとともに生活の質の確保を重視

した在宅療養が継続できるように支援する。実施にあたっては、関係市

https://www.reha/


町村・居宅介護支援当事業者・地域包括支援センター・地域の保健、福

祉、医療サービス機関との密接な連携に努め、協力と理解のもとに総合

的なサービスの提供に努め、適正な運営を図るものとする。 

 

３． 従業員職種・サービスの内容 

保健師・看護師・准看護師（以下「看護職員」という) 

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士（以下「理学療法士等」という) 

職種 人数 サービス内容 

管 理 者 １名 職員管理及び業務管理を一元的に行います。 

看 護 職 員 

 

３名以上 

病状の観察 清拭・洗髪 褥瘡の処置 カテーテルなどの管理 

食事・排泄の管理 服薬管理 リハビリテーション 療養生活

指導及び介護指導 

理学療法士等 ３名以上 リハビリテーション 療養生活指導および介護指導 

※リハビリテーション中心の場合、看護職員の代わりに理学療法士等による訪問看護を実

施致します。また、定期的に当該事業所の看護職員が利用者状態の確認のため訪問を致し

ます。 

 

４. 利用料金 

１）介護保険（介護および予防給付） 

（１）看護師による訪問利用料：サービス提供 1回あたり 

訪問看護 

サービス内容 単位数 1割 2割 3割 

訪看Ⅰ1 20分未満 314単位 341円 681円 1,021円 

訪看Ⅰ2 30分未満 471単位 511円 1,021円 1,532円 

訪看Ⅰ3 30分以上 60分未満 823単位 893円 1,785円 2,677円 

訪看Ⅰ4 60分以上 90分未満 1128単位 1,223円 2,446円 3,669円 

介護予防訪問看護 

サービス内容 単位数 1割 2割 3割 

予防看Ⅰ1 20分未満 303単位 329円 657円 986円 

予防看Ⅰ2 30分未満 451単位 489円 978円 1,467円 

予防看Ⅰ3 30分以上 60分未満 794単位 861円 1,722円 2,582円 

予防看Ⅰ4 60分以上 90分未満 1090単位 1,182円 2,363円 3,545円 

（２）准看護師による訪問利用料：サービス提供 1回あたり 

訪問看護 

サービス内容 単位数 1割 2割 3割 

訪看Ⅰ1・准 20分未満 283単位 307円 614円 921円 

訪看Ⅰ2・准 30分未満 424単位 460円 920円 1,379円 

訪看Ⅰ3・准 30分以上 60分未満 741単位 804円 1,607円 2,410円 



訪看Ⅰ4・准 60分以上 90分未満 1015単位 1,101円 2,201円 3,301円 

介護予防訪問看護  

サービス内容 単位数 1割 2割 3割 

予防看Ⅰ1・准 20分未満 273単位 296円 592円 888円 

予防看Ⅰ2・准 30分未満 406単位 441円 881円 1,321円 

予防看Ⅰ3・准 30分以上60分未満 715単位 775円 1,550円 2,325円 

予防看Ⅰ4・准 60分以上90分未満 981単位 1,064円 2,127円 3,191円 

（３）理学療法士等による訪問利用料：サービス提供 1回あたり 

訪問看護 

サービス内容 単位数 1割 2割 3割 

訪看Ⅰ5 
20分 294単位 319円 638円 956円 

40分 588単位 638円 1,275円 1,912円 

訪看Ⅰ5・2超 60分 795単位 862円 1,724円 2,586円 

    ※20分を 1回の単位としてサービスを提供（週 6回：120分を限度） 

※厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定訪問看護事業所については、1回

につき 8単位を所定単位数から減算する 

介護予防訪問看護 

サービス内容 単位数 1割 2割 3割 

予訪看Ⅰ5 
20分 284単位 308円 616円 924円 

40分 568単位 616円 1,232円 1,848円 

予訪看Ⅰ5・2超 60分 426単位 462円 924円 1,386円 

    ※20分を 1回の単位としてサービスを提供（週 6回：120分を限度） 

※厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護予防訪問看護事業所につい

ては、1回につき 8単位を所定単位数から減算する 

※理学療法士等が提供する介護予防訪問看護の利用が 12ヶ月を超える場合は 15単

位減算する(対象外事業所は 5 単位減算)。なお、入院による中断があり、かつ、

医師の指示内容に変更がある場合は、新たに利用が開始されたものとする。 

（４）複数名による訪問の場合 

2人の看護師等が同時に訪問看護を行う場合：上記の料金に加算されます 

サービス内容 単位数 1割 2割 3割 

2人以上による訪問（30分以上） 402単位 435 円 871 円 1,307円 

2人以上による訪問（30分未満） 254単位 275 円 550 円 826円 

看護師等と看護補助者が同時に訪問看護を行う場合：上記の料金に加算されます 

サービス内容 単位数 1割 2割 3割 

2人以上による訪問（30分以上） 317単位 343円  687円 1,030円 

2人以上による訪問（30分未満） 201単位 217円  435円 653円 

（５）サービス提供体制強化加算：回 



 〇サービス提供体制強化加算Ⅰ 

  サービス内容 単位数 1割 2割 3割 

看護職員による訪問の場合 訪問 1回につき 6単位 7 円 13 円 19 円 

理学療法士等による訪問の場合 1回(20分)につき 6単位 7 円 13 円 19 円 

○サービス提供体制強化加算Ⅱ 

  サービス内容 単位数 1割 2割 3割 

看護職員による訪問の場合 訪問 1回につき 3単位 4円 7 円 10円 

理学療法士等による訪問の場合 1回(20分)につき 3単位 4円 7 円 10 円 

※ 人員体制に応じてサービス提供体制強化加算Ⅰ若しくはⅡが加算されます。 

※ 端数処理方法により回数に乗じた金額とは誤差が生じますのでご了承下さい。 

（６）以下の利用料は、下記サービスを必要とされる利用者のみの料金となります。 

○ 特別な管理に対する利用料 

特別管理加算Ⅰ：月額 

サービス内容 単位数 1割 2割 3割 

在宅悪性腫瘍患者指導管理等を受け

ている状態や、留置カテーテルを使用

している状態 

500単位 542 円 1,084 円 1,626円 

特別管理加算Ⅱ：月額 

サービス内容 単位数 1割 2割 3割 

在宅酸素療法指導管理を受けている

状態や、真皮を超える褥瘡の状態等の

場合 

250単位 271 円 542円 813円 

○退院時共同指導加算：退院、退所につき月 1回(特別管理加算対象者は月２回まで) 

  サービス内容 単位数 1割 2割 3割 

病院、診療所又は介護老人保健施設に

入院中若しくは入所中の利用者に対

して、主治医等と連携して在宅生活に

おける必要な指導を行い、その内容を

提供した場合 

600単位 650 円 1,300 円 1,951円 

○初回加算：月１回 

  サービス内容 単位数 1割 2割 3割 

Ⅰ．新規に訪問看護計画を作成した利

用者に対して病院等から退院した日

に初回の訪問看護を利用した場合 

350単位 380円 759円 1,139円 

Ⅱ．新規に訪問看護計画を作成した利

用者に対して病院等から退院した翌

日以降に訪問看護を利用した場合、過

去２か月（暦月）において訪問看護の

提供を受けていない場合、要支援⇔要

300単位 325 円 650 円 975円 



介護に区分変更となった場合 

  ○看護・介護職員連携強化加算：月額 

  サービス内容 単位数 1割 2割 3割 

訪問介護事業者と連携し、たんの吸引

等が必要な利用者に係る計画の作成

や訪問介護員に対する助言等の支援

を行った場合 

250単位 271円 542円 813円 

 ○緊急時訪問看護加算 

  サービス内容 単位数 1割 2割 3割 

Ⅰ．①利用者又はそのご家族から電話

等により看護に関する意見を求められ

た場合に常時対応できる体制にある 

②緊急時訪問における看護業務の負担

軽減に寄与する十分な業務管理等の体

制の整備が事業所内で行われている場

合 

600単位 651円 1,301円 1,952円 

Ⅱ．Ⅰの①に該当するもの 574単位 622円 1,244円 1,866円 

  ○夜間、早朝訪問看護加算（午後 6時～午後 10時まで）（午前 6時～午前 8時まで） 

   ・サービス利用料の 25％加算 

  ○深夜訪問看護加算（午後 10時～午前 6時まで） 

   ・サービス利用料の 50％加算 

  ○ターミナルケア加算 

サービス内容 単位数 1割 2割 3割 

死亡日及び死亡日前 14日以内に 2日

以上ターミナルケアを行なった場合 
2500単位 2,710円 5,420円 8,130円 

２）医療保険 10割分（原則 3割負担・75歳以上の方は 1又は 2割負担） 

（１）看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による場合 

   当該月の  1回目 13,220円 

         2回目以上 8,780円 

         週 3回の訪問を超えた場合(看護師のみ) 9,780円 

（２）准看護師による場合 

   当該月の  1回目 12,720円 

2回目以上 8,280円 

週 3回の訪問を超えた場合 9,280円 

※ 老人医療・公費以外の受給対象者は医療保険各法に基づく料金となります。 

 ※ 難病等で公費の特定疾患受給者証をお持ちの方は、特定疾患受給者証に記載されて

いる限度額に応じ自己負担額に変動があります。 

（３）その他の利用料 

① 特別管理加算 1月につき  2,500円 

重症度高い利用者 5,000円 



② 退院時共同指導加算 1月につき  8,000円 

  特別管理加算の対象者である場合 2,000円 

③ 退院支援指導加算 6,000円 

90分を超える長時間または複数回の療養上必要な指導を行った場合   8,400円 

④ 在宅患者連携指導加算 1月につき  3,000円 

⑤ 長時間訪問看護加算（90分以上） 5,200円 

⑥ 難病等複数回訪問加算 2回/日訪問   4,500円 

 3回以上/日訪問 8,000円 

⑦ 複数名訪問看護加算（訪問する職員の職種・回数によって料金が異なります。） 

 3,000円／4,500円／6,000円／10,000円 

⑧ ターミナルケア療養費 1 25,000円 

⑨ 乳幼児加算 1,300円 

厚生労働大臣の定める疾病またはその状態に当る者 1,800円                    

⑩ 24時間対応体制加算                   

看護業務の負担軽減の取り組みを行っている場合 1月につき  6,800円 

上記以外 1月につき  6,520円 

⑪ 緊急訪問加算 1日～14日までは 1日につき 2,650円 

15日目以降は 2,000円 

⑫ 夜間訪問看護加算（午後 6時～午後 10時まで）           

早朝訪問看護加算（午前 6時～午前 8時まで） 2,100円 

⑬ 深夜訪問看護加算（午後 10時～午前 6時まで） 4,200円 

⑭ 営業日以外の訪問（訪問の回数ごとに） 実費 3,000円 

⑮ 訪問看護情報提供療養費（入院入所時、保育園、幼稚園、学校から必要な情報を求

められたとき時） 1月につき  1,500円 

⑯ 訪問看護医療ＤＸ情報活用加算 50円 

⑰ 訪問看護ベースアップ評価料 780円 

３）自費による訪問 

（１）看護師による訪問利用料：サービス提供 1回あたり 

サービス内容 料金 

30分未満 5,105円 

30分以上 60分未満 8,921円 

60分以上 90分未満 12,227円 

※介護・医療保険で定められている時間を超過した場合、対象外の場合を上記設定料

金で請求いたします。 

（２）准看護師による訪問利用料：サービス提供 1回あたり 

サービス内容 料金 

30分未満 4,596円 

30分以上 60分未満 8,032円 

60分以上 90分未満 11,002円 

※介護・医療保険で定められている時間を超過した場合に、超過分を上記設定料金で



請求いたします。 

（３）理学療法士等による訪問利用料：サービス提供 1回あたり 

サービス内容 料金 

40分未満 6,373円 

60分未満 8,617円 

※介護・医療保険で定められている時間を超過した場合に、超過分を上記設定料金で

請求いたします。 

（４）複数名による訪問の場合：上記の料金に加算されます 

サービス内容 料金 

2人以上による訪問（30分以上） 4,357円 

2人以上による訪問（30分未満） 2,753円 

４）定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

看護師 

介護度 単位数 1割 2割 3割 

介護 4まで 2945単位 3,193円 6,385円 9,577円 

介護 5まで 3745単位 4,060円 8,119円 12,179円 

准看護師 

介護度 単位数 1割 2割 3割 

介護 4まで 2886単位 3,129円 6,257円 9,386円 

介護 5まで 3686単位 3,996円 7,992円 11,987円 

５）交通費：通常サービス提供実施地域を超えてサービスを提供する交通費は、実費相当

加算されます。 

６）キャンセル料：前日の１７：３０までにキャンセル通知がない場合、規定通り実施し

たものとしてキャンセル料 2,038 円を請求致します。ただし、容態急変など、やむを

得ない事情を除きます。 

７）エンゼルケアの料金：10,186円 

８）料金の支払い時期と支払い方法について 

利 用 料 

その他費用の 

請    求 

① 利用料・その他の費用は、利用者負担がある場合に、利用月ごとに

その合計金額を請求します。 

② 請求書は利用明細を添えて、利用のあった月の翌月の概ね２０日ま

でにご利用者にお渡し致します。ただし、請求額のない月はお渡し

致しません。 



利 用 料 

その他費用の 

支 払 い 

請求書を受け取られましたら、請求月の２７日までに、下記のいずれか

の方法を選択したうえで、お支払いください。 

①事業所指定口座への振込み（手数料が発生した場合はお客様負担にな

ります。） 

みなと銀行 伊川谷支店  

普通口座  １８００９２０ 

 口 座 名 義 株式会社 REHA・LIBELO 

代表取締役 大浦 由紀 

領収書はご入金の確認が出来次第、郵送又は担当者からお渡し致します。 

②ご利用者指定口座からの自動引き落とし 

請求書兼領収書の発行となります。引き落としが出来ましたら通帳等に

記録が残りますので、そちらをもって領収書の証明とさせていただきま

す。 

９）利用者がまだ要介護等認定を受けていない場合、利用者はサービス利用料金の全額を

一旦当事業者に支払うものとする。要介護等認定を受けたあと、自己負担額を除く金

額が介護保険から払い戻される（償還払い）。償還払いとなる場合、利用者が保険給付

の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付する。 

 

５．領収書の再発行等 

① 利用者からの利用料等の支払いに関する問い合わせは、問い合わせがあった日から

遡って２年以内の期間に限り、支払証明書にて回答し電話による回答は行わない。 

③  利用者は、利用料等の支払いにつき、支払証明書の交付を当事業者に請求すること

ができる。ただし、当事業者が利用者の請求により、支払証明書を発行する場合には、

当事業者は利用者から文書料として１通につき 1,000 円（税別）を徴収することがで

きるものとする。支払証明書１通あたりの証明期間は１月１日～１２月３１日までの

１年間であり、利用者が２年にまたがって支払証明書交付請求をする場合には、２通

（合計 2,000円）の文書料を徴収するものとする。 

③ ②の支払証明書の交付は利用者が請求してから 2週間程度の時間を要するものとし、

利用者は、支払証明書の交付に当該期間を要するものであることを承知の上で、支

払証明書の交付請求を行うものとする。 

 

６．緊急時の対応 

サービス提供中に、事故の発生や利用者の病状に急変が生じた場合は、管理者や家族

に連絡や報告を行う。また、必要に応じてかかりつけの医師に速やかに連絡をとり、

その指示に従う。 

 

７．家族に対する連絡 

  利用者または家族が希望する場合には、利用者に対する通知と同内容の通知を家族に

対して行うものとする。 

 



８．サービス提供の手順 

  別紙のとおりとする。 

 

９．サービス提供の実施記録について 

  サービス提供の実施記録は、サービス完結の日から５年間保管する。 

サービス提供実施記録は、利用者または家族に限り、閲覧若しくは実費負担で写しの

交付の請求をすることができる。 

 

１０．サービス計画作成等 

  利用者の状況及び意向をふまえて、利用者の同意を得てサービス計画を作成し、利用  

者又は家族に説明の上、同計画を利用者に交付し、同計画に基づいて、サービスを提

供する。 

 

１１．契約の解約 

１）利用者からの解約・契約解除の申し出 

利用者は、当事業者に対しいつでも１週間以上の予告期間をもって、契約を解除する

ことができる。 

２）当事業者からの解約・契約解除の申し出 

（１）事業者は、次の各号のいずれかに該当した場合には、利用者に対して、何らの催

告を要することなく、この契約を解除することができます。 

この場合、事業者は利用者の担当の居宅介護支援事業所に対し、この情報を提供します。 

① 利用者及びその家族、関係者から事業所従事者へ暴行、暴言、脅迫、その他の暴

力行為があった場合、あるいはそのおそれがある場合 

② 利用者またはその家族、関係者などが事業者サービス従事者に対して法令に違反

する要求や行為、また本契約を継続しがたいほどの不信行為を行った場合 

（２） 事業者は、次の各号のいずれかに該当した場合、１か月前の書面による通知によ

り、契約を解約することができます。 

① 事業規模の縮小や休廃止など、サービスの提供が困難となった場合 

② 利用者がサービスエリア対象外へ引越しするなど、やむを得ない事情により自ら

サービスの提供が困難になった場合 

③ 利用者が病状等につき、故意に不実を告げたり、または、故意に告げなかったり

したことが判明し、このため介護方法を大きく変更しなければならなくなる等、

円滑にサービスを提供できなくなった場合 

④ 利用者が２か月分のサービス利用料金を支払わず、事業者の書面による催告によ

っても、不払いが解消されないとき 

 

１２．身分証明書の携行 

  サービス提供担当者等は、身分証明書を携行し、初回訪問時及び利用者又は家族から 

提示を求められたときは提示する。 

 



１３．損害賠償 

１）当事業者の損害賠償責任 

   訪問看護の実施により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償をする。 

※介護保険・社会福祉事業者総合保険（あいおいニッセイ同和損保）に加入してい

る。当事業者が加入する損害賠償契約の詳細内容の問い合わせ先は株式会社 REHA・

LIBERO本部（０７８－９４５－６５００）とする。 

２）利用者の損害賠償責任 

  利用者の責に帰すべき事由により、当事業者が損害を被った場合、利用者及び家族

は、連帯して、当事業者に対し、その損害を賠償するものとする。 

 

１４．秘密保持 

サービスを提供するうえで、知り得た利用者及び家族に関する秘密・個人情報は、

利用者及び第三者の生命・身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合を除

いて、第三者に決して漏らさない。 

なお、利用者に係るサービス担当者会議での利用など、正当な理由がある場合には、

利用者又は家族との事前の同意を文書により得た上で、利用者等の個人情報を用い

ることができるものとする。 

万が一、利用者又は家族が当該同意書を提出しなかった場合には、サービスの調整

ができず、利用者に一体的なサービスが提供できない場合がある。 

当該同意書の有効期間は、訪問看護サービス提供期間と同様とする。 

 

１５．虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次

に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

１）虐待防止に関する担当者を選定しています。 

虐待防止に関する担当者 管理者：玉田 佳美 

２）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業

者に周知徹底を図っています。 

３）虐待防止のための指針の整備をしています。 

４）従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・

同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これ

を市町村に通報します。 

 

１６．衛生管理等 

事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 

１）事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（感 

染対策委員会）をおおむね６か月に１回以上開催するとともに、その結果について、

従業者に周知徹底しています。 

２）事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 



３）従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施

します。 

 

１７．業務継続計画の策定等について 

１）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護サービスの提供

を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画

（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

２）従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定

期的に実施します。 

３）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行いま

す。 

 

１８．サービスの第三者評価の実施状況について 

  事業所で提供しているサービスの内容や課題等について、第三者の観点から評価を行

っています。 

【実施の有無】 有・無 

【実施した直近の年月日】  

【第三者評価機関名】  

【評価結果の開示状況】  

 

１９．留意事項 

１）サービス提供の際、職員は次の業務を行うことができません。 

① 利用者の金銭の管理・利用者との間の金銭の貸借、その他利用者の金銭に関する取

扱い。利用者との間の物品の貸借 

② 第３項に記載するサービス内容から逸脱した行為 

③ ④利用者が飲酒状態でのサービス提供 

２）事業所は、利用者に安心してご利用いただくために、また、利用者と従業員の人権

を保護するために、次の各号に該当する行為を禁止させていただきます。該当する

行為を確認した場合は毅然と対応するとともに１１．契約の解約２）（１）事業者か

らの契約解除に基づき対応します。なお、以下は例示であり、これらに限られると

いう趣旨ではありません。 

①営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動 

②従業員への贈り物や飲食等のもてなし 

③暴力、暴言、威迫、脅迫、威圧、権威的（説教）態度 

④個人の人格を否定する発言や侮辱する発言、誹謗中傷（インターネット、ＳＮＳ等

への書き込み含む） 

⑤個人や事業所に対する頻繁な電話やメール並びにＳＮＳ等のメッセージ送信 

⑥合理的理由のない謝罪要求、土下座などの過度な謝罪要求、「今すぐ来い」などの即

時即応の謝罪要求 

⑦従業員に関する解雇等の法人内処罰の要求 



⑧社会通念上若しくは介護保険制度の趣旨を相当程度超えるサービス提供の要求 

⑨合理的な理由のない長時間の拘束 

⑩何度も繰り返される改善しがたい内容のクレーム 

⑪性的な言動や不必要に体に触れる行為 

⑫許可なく個人の写真や動画を撮影する行為 

⑬その他、ハラスメントに該当する行為 

３）その他 

①非常災害の発生時や悪天候の場合おいて、サービスを休止させて頂く場合がござい

ます。 

②交通事情や緊急対応などの理由で訪問時間が前後することがございます。 

③事業所の職員全体でサービス提供させて頂きますので、業務の都合など種々の理由

により担当交代をお願いすることがございます。 

 

２０．サービス内容に関する苦情等相談窓口 

１）提供するサービスに関するご相談や苦情については次の窓口で対応いたします。 

ユニバーサル訪問看護ステー

ション リハ・リハ 

相談窓口 玉田 佳美 

対応時間 月～金 ８：３０～１７：３０ 

電話番号 ０７８－７４２－８２４５ 

 

株式会社 REHA・LIBERO 

 

対応時間 月～金 ８：３０～１７:３０ 

電話番号 ０７８－９４５－６５００ 

 

２）外部の相談機関 

神戸市福祉局監査指導部 

電話番号 ０７８－３２２－６３２６ 

対応時間 
平日８：４５～１２：００、 

１３：００～１７:３０ 

養介護施設従業者等による高

齢者虐待通報専用電話（監査指

導部内） 

電話番号 ０７８－３２２－６７７４ 

対応時間 
平日８：４５～１２：００、 

１３：００～１７:３０ 

神戸市消費生活センター 
電話番号 ０７８－３７１－１２２１ 

対応時間 平日９：００～１７：００ 

兵庫県国民健康保険 

団体連合会 

介護サービス苦情相談窓口 

電話番号 ０７８－３３２－５６１７ 

対応時間 平日８：４５～１７：１５ 

 

２１．重要事項説明書の内容変更 

  重要事項説明書の内容の変更を行う場合は、利用者に対し、事前に書面等にて説明す

る。また、重要事項説明書の内容の変更に対する利用者の同意の方法は、書面による

ものとする。 



 

令和   年   月   日 

 

訪問看護の開始にあたり、本書面に基づいて、重要事項を説明しました。 

 サービス提供者  ユニバーサル訪問看護ステーション リハ・リハ 

          

 説明者                    

 

訪問看護の利用にあたり、本書面に基づいて、重要事項の説明を受けました。 

 

利用者      住所 

 

         氏名                

         

（代理人）    氏名               

 

 

 立会人(家族)  住所    

                

         氏名               

 

 

説明を行った場所                  

 

説明を行った時間                  



（別紙） 

 

利用者の申込み 

  ↓ 

主治医へ訪問看護指示書の依頼 

保険者証の確認（当事業所名を特定疾患医療者受給者証への記載手続き） 

心身の状況等の把握 

   ↓ 

重要事項説明書による説明・同意・交付 

契約の締結 

  ↓ 

訪問看護計画または介護予防訪問看護計画の作成 

主治医・利用者・ケアマネージャー等へ訪問看護計画書の提出 

  ↓  

サービスの提供 

関係者との連携、事故発生時の対応、苦情対応等 

  ↓ 

 

 → 主治医へ訪問看護報告書提出 
 

 ↓ 

利用料の受領、領収書等の発行 

  ↓ 

終   了 

サービス記録の整備、 

訪問看護報告書の作成 


